
法人本部事業場におけるハラスメントの相談・苦情への対応フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

相 談 者 

相談・苦情 

ハラスメント相談員 

本 部 長 

・相談に対して、必要な助言を行う等、解決を図

る。 
・対応内容等について記録を作成する。 
・解決如何を問わずに本部長に報告する。 

ハラスメント調査委員会 

報告 

設置 

相談者 
被申立人 
関係者等 

調査・調整 
事実関係について確認を行な

い、被害者の救済、被申立て 
人との調整を行う。 

結果報告

本 部 長 

・ハラスメントの行為の事実があり、就労上での

環境改善を行うことが必要であると認められた

場合は、必要な措置を講ずる。 
・懲戒処分の検討が必要と認めるときは、理事長

に対して審査請求を行う。 

解決のために対策を講じる必要があると認める時

は、ハラスメント調査委員会を設置する。 

審査請求 

懲戒等審査委員会 

理 事 長 

設置 


